
1

ドイツにおける電子公文書の管理に関する調査

 本調査の背景
• 公文書管理法施行５年後見直しに関する検討報告書（平成28年3月23日公文書

管理委員会）において、「電子的に作成した文書は、電子媒体で保存・移管され
ることが効率的であると考えられるところ、諸外国の事例も踏まえ、電子中間書
庫の検討をすべき」とされている。

• 内閣府が実施した平成28年度末までの調査により、電子中間書庫についてはドイ
ツの連邦政府が検討を進めていることが明らかとなった。

• これを踏まえ、平成29年度においてドイツにおける公文書管理全般、連邦政府機
関における電子文書管理及び電子中間書庫について調査した。

平 成 3 0 年 9 月 1 3 日 （ 木 ）
第67回公文書管理委員会資料
内閣府大臣官房公文書管理課

資料２－２

• 連邦文化メディア庁

→芸術・文化、歴史・記録等の文化政策等を所掌。

（下位組織）連邦公文書館

→連邦政府機関の記録管理に関する監督や、中間書庫の運営、移管後の

記録の保存及び利用等を実施。

１．ドイツにおける公文書管理の担当機関

• 連邦内務省Ｏ局

→デジタル行政、行政改革、公文書の電子化を所掌。
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 公文書管理の特徴

 公文書の電子化への取組み

• 2001年に閣議決定された「記録ガイドライン」に沿って、作成・整理・保存・移管/
廃棄の流れで管理が行われる。

• 常時必要とされない紙の公文書は、中間書庫への引渡しが義務づけられている。

• 評価選別は、中間書庫の段階で公文書館の手法にて行うことができる。

 電子公文書の管理

 電子中間書庫

• 2013年に電子政府法が施行され、電子行政実現に向けて政府全体で取り組んでいる。

• 電子政府法では、連邦政府機関は2020年1月1日をもってファイルの電子的管理を始
めなければならないとしている（ただし、過去に作成した公文書についての電子化義
務は課されていない）。

• 共通構造のファイル形式を定め、連邦政府機関はこの形式で管理することとされてい
る。これにより、行政内部における電子的処理の共通化を目指している。

• しかし今まで各機関で独自に管理していたものを統一するには、推進する組織づくり
やインフラ整備等が必要であり、全体的に取組みは遅れぎみである。

• 紙の中間書庫の考え方を電子公文書でも活用することが合理的とのことから、 2017
年改正の連邦公文書館法に電子中間書庫に関する内容が盛り込まれた。

• 現在、システムを構築中。2020年に運用開始予定。

２．ドイツにおける公文書管理の概要
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３．公文書管理の電子化における法制度等

年 公文書の管理に関する制度 電子政府に関する制度

1988 連邦国立公文書館法 制定

2000 (現行)連邦諸省共通事務規則 制定

2001 公文書の作成並びに管理のための
記録ガイドライン 制定

2006 （公文書館：デジタルアーカイブ整備）

2007 ITシステム統合閣議決定

2011 連邦諸省共通事務規則 改正

2013 電子政府法 制定

2014 デジタル行政2020 作成

2015 ITシステム統合概要提示

2017 連邦国立公文書館法 全面改正

2020 電子中間書庫運用開始予定

• 連邦政府機関に
おける行政運営
一般の規則。

• 公文書の管理を
ガイドラインで
定めることを規
定。

• 公文書管理の詳
細を規定。

• 連邦国立公文書
館について規定。

• 保存期間満了後
の文書移管義務、
連邦記録資料の
利用等について
規定。

・2017年改正のポイントは、
「文書保護規定の見直し」
「電子政府法への対応」
「中間書庫・電子中間書庫の
位置づけ」

• 6つの統合プロ
ジェクトが示され
た。そのうちの１
つに電子中間書庫
が含まれている。

• 電子政府法を推進するためのプログラム。
⇒連邦政府全体のIT化を進める「連邦政府の共通

IT」の枠組みの一つとして位置づけられている。
• 「E-Akte（電子ファイル）導入計画」を規定。

⇒従来、連邦政府機関が個別に実施していた文書
管理について、電子ファイル管理の基盤を共通
化する計画。

• 連邦政府の電
子的な公文書
管理に関する
インフラ整備
についての統
合。

• それまで推進
されてきた行
政の電子化の
流れを法制化。

• 2020年まで
の行政実務の
電子化につい
て規定。

• 業務上可能な限
り電子的手続き
を利用すること
を規定。
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４．ドイツにおける公文書管理の流れ

○作成
• 2020年以降に

作成する文書は、
原則として電子。

○整理
• 「文書ファイル

整理基準」によ
り統一的に整理。

○最終的な処理、ファイル化
• 文書の完結後、文書ファイルへ収録。
• 電子文書は共通形式に則りファイル化。
• 電子文書は必要に応じて長期保存

フォーマットに変換（保存期間満了ま
での、内容に関する保存責任は各行政
機関にあるため）。

• 電子メールに関しては、必要なものを
ファイル化の際に含めるとしている。

○削除
• 情報とし

て価値の
ない文書
は削除す
ることが
可能。

○中間書庫
※電子中間書庫は

構築中
• 常時必要とされない

紙文書は中間書庫へ
の引渡しが義務（電
子文書はまだ義務規
定はないが、紙に
沿った引渡しが想定
される） 。

○連邦公文書館
• 移管された文

書を保管（電
子の場合、館
にて長期保存
へのフォー
マット変換は
行わない） 。

○評価選別
• 中間書庫の段

階で公文書館
の手法にて行
う（中間書庫
に引き渡され
ないものは別
途選別）。

○保存
• 事後検証可能性

を保障する。
• 電子的に蓄積さ

れた公文書につ
いては、完全性、
統合性、真正性
及び可読性を保
障する。

 中間書庫に引渡す前（決裁などを含む）については各連邦政府機関のルールに
て運用・管理し、統一的には行われていない。

 中間書庫に引渡した後は、連邦公文書館の管理のもと、連邦政府機関で統一的
な管理が行われる。
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電子文書の管理の流れ ポイント

日
本

• 文書管理システム、各行政機関で保有
する共有フォルダ等にて分散的な管理。

• 電子決裁の仕組みに関しては、各行政
機関にて共通の仕組みを整備（一部例
外を除く）。

・決裁については統一的な管理をしつつ、
各行政機関の業務に適した管理が可能。

ド
イ
ツ

• 常時必要とされない紙の公文書は、中
間書庫に引渡し（義務）、統一的な管
理がなされる。電子公文書も今後、紙
に沿った引渡しが想定される。

・常時必要となる公文書は、各機関での
ルールに委ねられる。

５．ドイツと日本における電子公文書の管理
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